
養子になった皇子たち : 王朝物語の背景

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2004-03-01

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 倉田, 実

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://otsuma.repo.nii.ac.jp/records/1366URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち

｜
｜
王
朝
物
語
の
背
景
｜
｜

は
じ
め
に

,{;>,. 

局

実

田

平
安
時
代
の
院
政
期
ま
で
に
限
っ
て
み
る
と
、
賜
姓
さ
れ
た
者
を
除
き
次
の
よ
う
な
皇
子
た
ち
の
養
子
縁
組
が
判
明
す
る
。
『
栄
花
物
語
」
（
新

全
集
に
拠
る
）
で
そ
の
旨
が
語
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
下
段
に
そ
の
該
当
箇
所
を
示
し
た
。

養
親

養
子

⑤④③②①  

醍
醐
帝

ー
雅
明
親
王

醍
醐
帝

ー
行
明
親
王

昌
子
内
親
王
｜
永
平
親
王

彰
子

ー
敦
康
親
王

冷
泉
院

ー
昭
登
親
王

養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち

（
実
父

実
母
）

（
宇
多
法
皇
・
褒
子
）

（
宇
多
法
皇
・
褒
子
）

（
村
上
帝
・
芳
子
）

（
一
条
帝
・
定
子
）

（
花
山
法
皇
・
中
務
）

関

係

兄
と
弟

兄
と
弟

父
方
い
と
こ

継
母
と
継
子

父
方
祖
父
と
孫

（
栄
花
物
語
の
巻
・
頁
）

巻

七
九
頁
）

（
巻
八
・
三
六
五
頁
）

（
巻
八
・
三
七
六
頁
）



⑪⑩⑨⑧⑦⑥  

冷
泉
院

三
条
院

条
院

三
条
院

三
条
院

小
一
条
院

ー
清
仁
親
王

ー
敦
貞
親
王

ー
敦
日
目
親
王

敦
元
親
王

ー
敦
賢
親
王

ー
締
明
親
王

（
花
山
法
皇
・
中
務
女
）

小
一
条
院
・
顕
光
女
）

（
小
一
条
院
・
顕
光
女
）

（
小
一
条
院
・
寛
子
）

（
小
一
条
院
・
頼
宗
女
）

（
三
条
院
・
誠
子
）

父
方
祖
父
と
孫

（
巻
八
・
三
七
六
頁
）

父
方
祖
父
と
孫

父
方
祖
父
と
孫

父
方
祖
父
と
孫

父
方
祖
父
と
孫

兄
と
弟

（
巻
一
四
・
一
六
七
頁
）

右
の
事
例
の
他
に
、
宇
多
帝
は
、
尚
侍
と
な
っ
た
藤
原
長
良
女
淑
子
を
養
母
に
し
て
い
た
ら
し
い
が
）
、
そ
れ
は
定
省
王
も
し
く
は
源
定
省
の

頃
で
あ
り
、
皇
子
の
身
分
で
は
な
か
っ
た
。
淑
子
は
、
定
省
が
即
位
し
た
仁
和
三
（
八
八
七
）
年
の
十
一
月
二
十
一
日
に
、
『
日
本
紀
略
』
に
拠

る
と
破
格
の
従
一
位
に
叙
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
母
と
し
て
の
待
遇
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
定
省
は
親
王
宣
下
さ
れ
た
翌
日
の
八
月
二
十
六
日

に
立
太
子
さ
れ
、
同
日
に
践
昨
し
て
い
る
の
で
、
ほ
ん
の
一
日
だ
け
皇
子
の
身
分
で
出
養
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
宇
多
帝
の
敦
慶
親

王
は
、
『
河
海
抄
』
「
桐
査
」
巻
に
拠
れ
ば
、
褒
子
を
養
母
と
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
他
書
で
確
認
は
で
き
な
い
。
こ
の
一
一
人
に
つ
い
て
は
、
指

摘
だ
け
に
留
め
た
い
。

先
の
十
一
人
の
う
ち
、
「
栄
花
物
語
』
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
③
永
平
親
王
と
⑪
師
明
親
王
の
二
人
の
場
合
で
あ
り
、
そ
の
真
偽
は
不

明
で
あ
る
。
そ
の
他
の
場
合
は
、
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
」
『
公
卿
補
任
』
「
日
本
紀
略
』
な
ど
に
示
さ
れ
て
お
り
、
事
実
と
認
定
で
き
る
し
、
『
平

安
時
代
史
事
典
』
な
ど
で
も
そ
の
旨
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
小
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
の
実
際
を
改
め
て
整
理
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
が
、

そ
の
意
図
を
簡
単
に
記
し
て
お
き
た
い
。

皇
子
た
ち
の
養
子
縁
組
の
実
際
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
平
安
時
代
の
物
語
の
背
景
を
探
る
一
環
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
『
狭
衣
物
語
』
に
お

い
て
、
巻
二
で
、
嵯
峨
院
と
皇
太
后
宮
と
の
皇
子
と
し
て
公
表
さ
れ
出
生
し
た
密
通
に
よ
る
子
若
宮
は
、
実
の
父
と
な
る
狭
衣
の
養
子
と
な
っ



て
い
る
。
こ
の
場
合
は
臣
籍
降
下
に
な
る
の
で
、
本
稿
検
討
外
の
事
例
に
な
る
が
、
巻
四
に
な
り
二
世
源
氏
で
あ
っ
た
狭
衣
が
即
位
す
る
に
及

ん
で
、
皇
籍
に
復
帰
し
て
皇
子
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
出
養
し
た
皇
子
の
境
遇
に
な
る
。
狭
衣
自
身
も
、
ィ
ト
コ
の
後
一
条
帝
の
養
子
に
な
っ

て
即
位
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
狭
衣
が
親
王
宣
下
さ
れ
た
う
え
で
、
皇
子
と
し
て
後
一
条
帝
の
養
子
に
な
り
、
皇
位
継
承
し
た
こ
と
に
な
る
。

境
遇
的
に
は
宇
多
帝
と
似
て
い
る
わ
け
だ
が
、
と
も
か
く
、
養
子
に
な
っ
た
皇
子
の
場
合
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
若
宮
の
あ
り
方
や
狭
衣
即
位

を
考
え
る
に
際
し
て
、
養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち
の
背
景
を
探
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
狭
衣
即
位
に
あ
た
っ
て
の
養
子
縁
組
に
対
し
て
、
新
全
集
頭
注
で
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

い
っ
た
ん
自
分
の
養
子
に
し
て
か
ら
帝
に
す
る
の
で
あ
る
。
帝
位
と
は
関
係
な
い
が
、
王
子
の
処
遇
を
よ
く
す
る
た
め
に
孫
主
を
祖
父
帝

の
養
子
に
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
た
（
陽
成
皇
子
を
清
和
帝
子
に
、
花
山
皇
子
を
冷
泉
帝
子
に
、
小
一
条
院
皇
子
を
三
条
院
子

に
、
な
ど
）

0

（
巻
四
・
三
四
四
頁
の
注
一
二
）

右
の
理
解
は
、
や
や
暖
昧
で
あ
る
。
「
王
子
」
「
孫
王
」
で
は
な
く
、
正
し
く
は
「
皇
子
」
で
あ
り
、
果
た
し
て
「
処
遇
を
よ
く
す
る
た
め
に
」

だ
け
な
の
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
「
陽
成
皇
子
」
が
清
和
帝
の
養
子
に
な
っ
た
事
例
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
狭
衣
は
、

孫
王
の
身
分
で
は
な
く
二
世
源
氏
で
あ
り
、
即
位
に
際
し
て
一
旦
親
王
宣
下
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
、
物
語
の
理
解
と
し
て
は
や
は
り
暖
昧
で

あ
る
。
今
一
度
、
養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち
の
事
例
を
洗
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
③
永
平
親
主
と
④
敦
康
親
王
の
場
合
は
別
稿
を
用
意
し
た
の
で
、
こ
こ
で
の
言
及
は
割
愛
し
た
い
。
ま
た
、
枚
数
の
関
係
で
本
稿
で

の
検
討
は
、
宇
多
法
皇
と
花
山
法
皇
の
皇
子
た
ち
だ
け
に
な
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
以
下
、
先
の
四
事
例
の
整
理
に
移
り
た
い
。

法
皇
の
皇
子
た
ち
雅
明
親
王
と
行
明
親
王
！

平
安
時
代
で
最
初
に
認
め
ら
れ
る
出
養
し
た
皇
子
は
、
雅
明
親
王
と
行
明
親
王
の
同
母
兄
弟
に
な
り
、
こ
の
理
由
は
諸
書
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。

養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち



四

『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

雅
明
親
王
｜
｜
元
品
。
実
寛
平
御
子
。
依
御
出
家
後
為
延
木
御
子
。
母
従
二
位
褒
子
。
時
平
公
女
。
京
極
御
息
所
是
也
。

行
明
親
王
｜
｜
四
品
上
総
大
守
。
実
宇
多
子
。
母
同
雅
明
。

褒
子
を
母
と
す
る
雅
明
親
王
は
、
寛
平
の
宇
多
帝
が
法
皇
と
な
っ
て
か
ら
出
生
し
た
の
で
、
延
喜
の
醍
醐
帝
の
御
子
と
さ
れ
た
と
し
て
お
り
、

『
日
本
紀
略
』
延
喜
二
十
一

（
九
二
二
年
十
二
月
十
七
日
条
に
も
「
以
第
十
皇
子
雅
明
為
親
王
。
実
者
法
皇
御
出
家
之
後
所
生
皇
子
也
。
為
今

上
御
子
L

と
あ
る
。
親
王
は
、
『
貞
信
公
記
」
延
喜
二
十
年
四
月
十
三
日
条
に
「
京
極
産
［
酉
魁
］
」
と
あ
る
の
で
、
と
に
か
く
一
一
歳
で
出
養
し

て
醍
醐
帝
の
第
十
皇
子
に
な
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
宇
多
帝
の
皇
子
た
ち
は
、
母
に
よ
っ
て
名
前
の
通
字
を
変
え
て
お
り
、
胤
子
腹
は
「
敦
」
、

橘
義
子
腹
は
「
斉
」
、
そ
し
て
、
褒
子
腹
は
「
明
」
に
な
る
が
、
醍
醐
帝
所
生
の
す
べ
て
の
男
子
は
こ
の
「
明
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
出
生
以
前
か
ら
醍
醐
帝
の
皇
子
に
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

醍
醐
帝
の
皇
子
は
、
延
喜
十
二
年
生
れ
の
長
明
（
菅
根
女
淑
子
腹
）
ま
で
は
親
王
宣
下
さ
れ
、
第
九
皇
子
と
な
っ
て
い
た
が
、
十
四
年
生
れ

の
高
明
（
源
周
子
腹
）
か
ら
は
臣
籍
降
下
さ
れ
源
氏
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
路
線
の
ま
ま
で
行
け
ば
、
雅
明
も
源
雅
明
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得

た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
親
王
宣
下
が
あ
っ
て
路
線
は
修
正
さ
れ
、
次
に
生
ま
れ
た
寛
明
（
穏
子
腹
）
以
下
の
御
子
た
ち
に
も
臣
籍
降
下
は

な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
雅
明
へ
の
醍
醐
帝
皇
子
と
し
て
の
親
王
宣
下
を
宇
多
法
皇
が
強
く
望
ん
だ
か
ら
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
の
で

あ
り
、
醍
醐
帝
は
そ
れ
を
受
け
い
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
延
喜
三
十
三
年
に
東
宮
保
明
親
王
（
穏
子
腹
）
が
死
去
し
、
続
け
て
立
太
子

さ
れ
た
子
息
の
慶
頼
王
も
延
長
一
二
（
九
二
五
）
年
に
死
去
し
た
た
め
に
、
寛
明
は
雅
明
親
王
に
続
い
て
親
王
宣
下
さ
れ
、
立
太
子
さ
れ
て
い
る
。

雅
明
の
親
王
と
し
て
の
出
養
は
、
微
妙
な
形
で
皇
位
継
承
や
賜
姓
源
氏
の
あ
り
方
に
絡
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
宇
多
法
皇
自
身
に
こ
の
よ

う
な
予
測
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宇
多
法
皇
が
親
王
宣
下
を
強
く
望
ん
だ
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
母
褒
子
へ
の
寵
愛
が
篤
か
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

法
皇
の
身
な
の
に
御
子
が
出
生
し
た
か
ら
自
身
の
子
と
せ
ず
、
母
親
の
褒
子
へ
の
寵
愛
も
あ
っ
て
、
醍
醐
帝
の
皇
子
と
し
て
山
山
養
さ
せ
た
と



理
解
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
問
題
は
残
っ
て
い
る
。
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
や
『
尊
卑
分
脈
』
な
ど
に
は
、
褒
子
を
母
と
す
る
御
子
と
し
て
、
雅
明

親
王
・
行
明
親
王
の
ほ
か
に
載
明
親
王
を
挙
げ
て
い
る
が
、
醍
醐
帝
の
養
子
に
な
っ
た
と
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
載
明
親
王
は
、

『
日
本
紀
略
」
寛
平
五
（
八
九
三
）
年
十
月
十
七
日
条
に
、
「
以
無
品
載
明
、
為
今
上
親
王
」
と
あ
っ
て
、
宇
多
帝
在
位
中
の
出
生
で
親
王
宣
下

さ
れ
て
い
る
。
在
位
中
の
親
王
宣
下
な
の
で
問
題
は
な
い
も
の
の
、
末
子
の
行
明
親
王
の
出
生
は
、
『
貞
信
公
記
」
延
長
三
（
九
二
五
）
年
十
二

月
九
日
条
に
「
京
極
産
男
口
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
間
、
褒
子
は
三
十
数
年
に
渡
っ
て
三
人
の
子
を
儲
け
た
こ
と
に
な
る
。
褒
子
の

生
年
は
不
詳
な
の
で
何
と
も
言
え
な
い
が
、
仮
に
十
五
歳
で
初
子
を
儲
け
た
と
し
て
も
、
末
子
は
五
十
歳
近
辺
で
の
誕
生
と
な
っ
て
し
ま
う
。

し
た
が
っ
て
、
載
明
親
王
に
関
し
て
は
、
「
日
本
紀
略
』
の
記
述
か
褒
子
を
母
と
す
る
系
図
類
の
間
違
い
が
想
定
で
き
る
が
、
可
能
性
と
し
て
は

後
者
に
な
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
法
皇
の
身
な
の
に
御
子
が
出
生
し
た
か
ら
、
自
身
の
子
に
し
な
か
っ
た
と
す
る
理
解
で
支
障
は
な
く
な
る
こ

と
に
な
る
。

宇
多
法
皇
は
、
雅
明
親
王
を
寵
愛
し
た
よ
う
で
あ
り
、
『
醍
醐
天
皇
御
記
」
延
喜
二
十
二
年
三
月
二
十
日
条
に
「
自
院
令
公
頼
朝
臣
仰
、
雅
明

親
王
給
、
可
預
寛
平
親
王
列
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
年
給
の
こ
と
ま
で
醍
醐
帝
に
依
頼
し
て
い
る
。
醍
醐
帝
の
第
十
皇
子
と
し
て
だ
と
巡
給
を

賜
る
の
が
遅
く
な
る
の
で
、
宇
多
院
の
皇
子
と
し
て
年
給
を
早
く
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
宇
多
帝
の
子
は
二
十
人
ほ
ど
だ
が
、

醍
醐
帝
に
は
そ
の
倍
ほ
ど
を
数
え
る
の
で
あ
る
。
実
父
ゆ
え
の
配
慮
で
あ
ろ
う
し
、
養
父
を
都
合
よ
く
使
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た

宇
多
法
皇
な
の
で
、
や
は
り
縁
組
自
体
も
要
請
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
当
時
は
、
出
養
し
で
も
養
親
と
の
同
居
は
前
提
と
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
、
雅
明
親
王
は
実
父
と
と
も
に
生
活
で
き
た
の
で
あ
る
。
「
貞
信
公
記
』
延
長
二
（
九
二
四
）
年
一
一
一
月
六
日
条
に
「
依
召
参
入
六
条
院
、
見
十

親
王
、
有
被
物
御
馬
」
と
あ
り
、
忠
平
は
お
召
し
が
あ
っ
て
、
宇
多
院
の
住
む
六
条
院
に
参
上
し
て
、
第
十
親
王
雅
明
を
見
て
い
る
。
そ
の
五

日
後
に
は
同
書
（
以
下
も
閉
じ
）
に
「
行
幸
六
条
院
、
御
覧
十
親
王
、
親
王
・
公
卿
・
殿
上
侍
臣
賜
饗
禄
」
と
あ
り
、
行
幸
し
て
き
た
醍
醐
帝

も
対
面
し
て
い
る
。
親
王
の
居
場
所
は
、
実
父
宇
多
法
皇
と
と
も
に
六
条
院
な
の
で
あ
る
。
行
幸
の
翌
々
日
に
、
褒
子
は
従
二
位
に
叙
さ
れ
て

い
て
、
こ
れ
は
行
幸
の
賞
と
と
も
に
、
第
十
皇
子
の
母
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち

五
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ノ、

親
王
は
、
こ
れ
以
降
も
六
条
院
で
生
活
し
て
い
た
ら
し
く
、
初
め
て
内
裏
に
参
内
し
た
の
は
八
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
七
歳
ま
で
は

実
家
に
い
る
定
め
だ
っ
た
の
で
、
別
に
遅
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
様
子
は
、
延
長
五
年
二
月
十
三
日
条
に
「
十
親
王
初
参
内
裏
、
彼
親
王
別

当
淑
光
朝
臣
、
依
院
御
消
息
昇
殿
、
親
王
及
陪
従
四
位
以
下
六
位
以
上
賜
禄
有
差
」
と
あ
り
、
親
王
家
と
し
て
の
家
政
機
関
も
設
置
さ
れ
、
紀

淑
光
が
そ
の
別
当
に
な
っ
て
い
て
、
昇
殿
を
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
参
内
に
も
宇
多
法
皇
は
後
見
に
努
め
た
よ
う
で
あ
り
、
忠
平
に
消
息
を
送
つ

て
差
配
し
て
い
る
。
翌
年
の
閏
八
月
十
七
日
に
法
皇
は
石
山
寺
に
御
幸
し
た
が
、
「
京
極
御
息
所
井
童
親
王
等
雇
従
」
（
「
扶
桑
略
記
』
）
と
さ
れ

て
い
る
の
で
、
雅
明
親
王
も
同
道
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

雅
明
親
王
は
賢
か
っ
た
よ
う
で
、
延
長
四
年
十
月
十
九
日
の
宇
多
・
醍
醐
の
大
堰
川
行
幸
に
際
し
て
万
歳
楽
を
間
違
わ
ず
に
舞
っ
た
こ
と
が

『
西
宮
記
』
『
大
鏡
』
『
古
今
著
聞
集
』
「
続
教
訓
抄
』
な
ど
諸
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。
醍
醐
帝
も
感
動
し
た
よ
う
で
あ
り
、
「
行
幸
大
井
河
、
御
舟

迂
河
、
法
皇
相
共
御
之
、
十
皇
子
奏
舞
、
了
賜
御
半
皆
、
又
殊
聴
帯
銀
、
侍
従
以
上
賜
禄
、
詑
侍
臣
預
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
半
腎
を
被
け
、

特
別
に
帯
剣
を
許
し
て
い
る
。
こ
の
帯
剣
の
こ
と
は
、
こ
れ
以
前
の
同
年
四
月
十
六
日
の
六
条
院
行
幸
に
際
し
て
、
左
大
臣
時
平
が
奏
請
し
て

勅
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
『
西
宮
記
』
「
臨
時
五
・
勅
授
帯
剣
」
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
大
堰
川
行
幸
で
は
「
殊
聴
帯
釦
」
と
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
な
お
、
十
六
日
の
六
条
院
行
幸
で
は
雅
明
親
王
弾
琴
の
こ
と
が
『
御
遊
抄
』
に
見
え
る
。
『
秦
筆
相
承
血
脈
」
に
も
そ
の
名
が
挙
が
つ

て
い
る
の
で
、
醍
醐
帝
か
ら
伝
授
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

出
養
し
で
も
実
父
と
と
も
に
生
活
し
、
養
父
に
も
子
と
し
て
待
遇
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
将
来
は
楽
し
み
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し

か
し
、
十
歳
で
早
世
す
る
こ
と
と
な
り
、
無
品
の
ま
ま
で
生
涯
を
閉
じ
て
い
る
。
『
日
本
紀
略
』
延
長
七
年
十
月
二
十
三
日
条
に
「
無
品
雅
明
親

王
亮
［
年
十
、
今
上
第
十
皇
子
、
実
法
皇
皇
子
］
」
と
あ
る
。
養
父
の
醍
醐
帝
は
深
く
そ
の
死
を
悼
ん
だ
よ
う
で
あ
り
、
錫
粧
を
着
し
た
こ
と
が

『
小
野
宮
年
中
行
事
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

＊ 

＊ 

＊ 

弟
の
行
明
親
王
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
五
歳
年
少
に
な
る
。
兄
と
同
じ
く
二
歳
に
な
っ
て
、
延
長
五
（
九
二
七
）
年
八
月
二
十
三
日
に



親
王
宣
下
さ
れ
て
お
り
、
『
貞
信
公
記
』
に
「
后
宮
公
主
有
御
対
面
事
、
有
亭
子
院
親
王
号
事
、
白
藤
氏
公
卿
奏
慶
」
、
『
日
本
紀
略
』
に
「
今
上

第
十
二
皇
子
行
明
為
親
王
」
、
『
一
代
要
記
』
に
「
無
品
、
上
総
太
守
、
延
長
五
年
八
月
一
一
十
三
日
為
親
王
」
な
ど
と
あ
る
。
異
母
兄
の
醍
醐
帝

の
養
子
と
な
り
、
第
十
三
皇
子
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

行
明
親
王
は
兄
に
も
増
し
て
身
内
の
死
に
早
く
か
ら
あ
っ
て
お
り
、
四
歳
で
そ
の
兄
雅
明
親
王
、
翌
年
の
延
長
八
年
九
月
に
は
養
父
の
醍
醐

帝
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
の
七
月
に
は
実
父
の
宇
多
法
皇
を
亡
く
し
て
い
る
。
母
褒
子
の
没
年
は
不
詳
で
あ
る
。
こ
の
間
以
降
、
ど
こ
に
居
住
し

た
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
通
過
儀
礼
の
記
録
は
残
っ
て
い
る
。
『
日
本
紀
略
」
で
は
、
読
書
始
め
の
儀
が
、
承
平
二
一
（
九
一
二
一
三
年
八
月
二
十

五
日
条
に
「
無
品
行
明
親
玉
、
初
読
書
於
左
少
弁
藤
原
朝
臣
元
方
、
王
公
儒
士
陪
座
」
と
あ
る
。
元
方
は
文
章
得
業
生
出
身
な
の
で
、
そ
の
儀

に
当
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
承
平
七
年
二
月
十
六
日
条
に
は
、
「
無
品
行
明
親
王
於
東
八
条
第
加
元
服
」
と
あ
り
、
十
三
歳
で
元
服
し
て
い
る
。

『
花
鳥
余
情
』
は
「
桐
壷
」
巻
で
、
臨
席
し
た
重
明
親
王
の
『
吏
部
王
記
』
を
引
用
し
て
い
る
。

同
記
承
平
七
年
二
月
十
六
日
、
与
中
務
卿
君
詣
東
八
条
院
、
因
行
明
親
王
今
日
加
元
服
、
先
日
被
招
之
故
也
、
右
近
少
将
良
峰
朝
臣
義
方

理
親
王
髪
、
左
大
臣
加
冠
云
々
、
其
左
大
臣
女
装
加
紅
細
長
、
賜
鷹
馬
一
、
義
方
女
装
加
童
装
束
、

招
待
さ
れ
て
い
た
重
明
親
王
は
、
異
母
兄
の
中
務
卿
代
明
親
王
と
と
も
に
東
八
条
院
に
赴
い
て
い
る
。
東
八
条
院
は
、
八
条
大
将
と
呼
ば
れ
た
、

時
平
男
保
忠
の
邸
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
保
忠
は
前
年
の
承
平
六
年
に
死
去
し
て
い
る
。
誰
の
主
催
か
も
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
保
忠
の
弟

顕
忠
女
と
行
明
親
王
は
結
婚
し
て
い
る
の
で
、
顕
忠
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
加
冠
に
左
大
臣
仲
平
を
要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
摂

政
太
政
大
臣
の
忠
平
に
な
ろ
う
か
。
忠
平
だ
と
す
る
と
、
宇
多
法
皇
の
実
子
と
し
て
重
ん
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
理
髪
は
良
少
将
と
も
さ
れ
る

良
峰
義
方
で
、
『
御
遊
抄
』
に
は
、
「
諸
客
及
諸
大
夫
数
十
人
唱
歌
」
と
あ
り
、
格
式
を
整
え
た
豪
勢
な
儀
式
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
行
明
親

王
は
、
元
服
を
終
え
た
後
に
参
内
し
た
よ
う
で
あ
り
、
『
御
遊
抄
』
は
先
に
続
け
て
「
十
九
日
、
親
王
参
観
内
裏
、
即
叙
四
品
」
と
記
し
て
い
る
。

二
歳
上
の
朱
雀
帝
（
寛
明
親
王
）
は
、
正
月
四
日
に
紫
寝
殿
で
元
服
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

雅
明
親
王
の
場
合
は
、
宇
多
法
皇
が
健
在
の
内
に
年
給
が
決
ま
っ
た
が
、
行
明
親
王
は
そ
の
兄
の
例
に
准
じ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち

七
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『
本
朝
世
紀
』
天
慶
元
年
十
月
八
日
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

上
卿
不
参
、
の
無
政
。
今
日
太
政
大
臣
参
入
職
御
曹
司
被
定
行
雑
事
。
大
納
言
平
伊
望
卿
着
宜
陽
殿
西
廟
座
、
召
大
外
記
三
統
公
忠
、
仰

云
、
四
品
行
明
親
王
、
去
延
長
五
年
八
月
官
符
備
。
件
親
王
、
今
上
親
王
所
定
如
件
者
。
而
所
司
自
延
長
六
年
、
以
件
親
王
為
寛
平
御
後
、

載
巡
給
簿
行
来
久
、
不
可
追
改
。
宜
准
故
雅
明
親
王
例
、
従
彼
延
長
六
年
為
寛
平
御
後
宛
其
年
官
者
。
即
書
件
宣
旨
、
続
納
巳
了
。

や
や
分
か
り
に
く
く
、
『
大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
之
六
は
、
「
延
長
六
年
是
歳
」
に
一
部
を
載
せ
て
、
「
諸
司
誤
リ
テ
寛
平
御
後
ト
シ
テ
巡
給
簿
ニ

載
ス
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
だ
ろ
う
。
先
に
雅
明
親
王
の
所
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
寛
平
御
後
」
の
方
が
醍
醐
帝
の
皇
子
と
し
て
よ

り
も
支
給
は
早
く
な
る
の
で
、
行
明
親
王
に
も
同
じ
措
置
を
講
じ
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
引
用
部
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

そ
の
措
置
が
実
施
さ
れ
ず
、
醍
醐
帝
の
皇
子
と
し
て
の
順
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
改
め
て
雅
明
親
王
の
例
に
准
じ
て
、

行
明
親
王
も
「
寛
平
御
後
」
と
し
て
「
其
年
官
」
を
宛
が
う
よ
う
に
確
認
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
出
養
し
た
た
め
に
雌
離
が
生
じ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。

朱
雀
帝
は
天
慶
九
（
九
四
六
）
年
四
月
二
十
日
に
譲
位
し
、
同
母
弟
の
東
宮
成
明
親
王
が
村
上
帝
と
し
て
践
砕
す
る
。
二
十
八
日
に
は
大
極

殿
で
即
位
の
儀
が
あ
り
、
十
月
一
一
十
八
日
に
は
一
代
一
度
の
大
嘗
会
の
御
膜
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
、
多
く
の
親
王
た
ち
は
故
障
と
称

し
て
不
参
を
決
め
こ
ん
で
い
た
が
、
行
明
親
王
は
精
勤
し
て
い
る
。
ま
ず
、
妻
帳
の
際
の
侍
従
に
左
の
重
明
親
王
と
と
も
に
右
に
奉
仕
し
て
い

る
。
し
か
し
、
即
位
式
で
、
『
吏
部
王
記
』
に
は
「
右
侍
従
四
品
行
明
親
王
不
帯
剣
、
違
式
也
」
、
「
貞
信
公
記
』
に
は
「
今
日
違
例
事
甚
多
者
、

不
能
具
記
、
右
親
王
不
帯
創
云
」
と
記
さ
れ
、
帯
剣
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
故
意
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

違
例
が
多
い
と
さ
れ
た
即
位
式
で
参
列
し
た
親
王
は
左
右
の
侍
従
と
な
っ
た
一
一
親
王
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
『
外
記
日
記
』
に
は
「
今
日
除
殿

上
侍
従
之
外
、
親
王
不
参
」
と
さ
れ
て
い
る
。
三
歳
年
下
の
村
上
帝
は
、
こ
う
し
た
行
明
親
王
の
奉
仕
を
嬉
し
く
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
六
月

二
十
一
日
の
「
万
機
之
初
」
の
日
に
、
行
明
親
王
を
召
し
て
い
る
。

行
明
親
王
は
大
嘗
会
御
艇
の
日
に
も
奉
仕
し
て
い
る
が
、
多
く
の
親
王
た
ち
は
、
事
前
に
再
二
一
に
わ
た
っ
て
供
奉
す
る
よ
う
に
使
い
が
出
さ



れ
で
も
、
や
は
り
故
障
と
し
て
奉
仕
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事
情
を
、
「
九
暦
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
人
名
を
補
っ
た
）
。

先
日
所
差
定
、
式
部
卿
（
敦
実
親
王
）
・
弾
正
予
（
元
平
親
王
）
・
兵
部
卿
（
元
長
親
王
）
・
中
務
卿
（
重
明
親
主
）
・
元
利
等
親
王
也
、
而

各
申
障
由
、
愛
或
頻
遣
勅
使
、
再
三
仰
遣
、
而
遂
不
可
奉
仕
、
伺
又
差
仰
太
宰
帥
式
明
・
常
陸
大
守
有
明
井
件
行
明
・
章
明
親
玉
、
而
式

明
・
有
明
同
之
申
障
、
何
只
両
人
奉
仕
之
、

九
条
師
輔
は
、
行
明
と
章
明
親
王
の
二
人
だ
け
が
奉
仕
し
た
と
し
て
い
る
。
招
請
さ
れ
て
い
た
の
は
、
陽
成
・
宇
多
の
親
王
た
ち
に
な
り
、
す

ベ
て
村
上
帝
よ
り
も
高
齢
で
あ
っ
た
。
故
障
を
理
由
と
し
て
い
る
が
、
含
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
は
即
位
式
に
も
参
列
し
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
も
明
白
で
あ
ろ
う
。
行
明
親
王
だ
け
が
精
勤
し
て
お
り
、
早
く
に
実
父
と
養
父
を
失
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
あ
る
こ
と
に

恩
誼
を
感
じ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
出
養
し
た
皇
子
と
し
て
の
け
な
げ
さ
を
指
摘
で
き
よ
う
。
な
お
、
自
身
も
腰
病
に
よ
り
不
参
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
重
明
親
王
は
、
『
吏
部
王
記
』
に
「
国
家
大
事
」
と
記
し
、
奉
仕
し
た
の
は
章
明
親
王
で
は
な
く
有
明
親
王
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
「
其
親
王
前
常
陸
大
守
、
上
総
大
守
雇
従
鳳
輿
」
と
し
て
い
る
が
、
『
貞
信
公
記
』
に
は
、
「
御
艇
、
供
奉
大
臣
以
下
皆
陪
、
但
親
王
只
二

人
奉
仕
、
十
二
・
十
三
也
、
余
皆
称
障
」
と
あ
る
の
で
、
第
十
三
皇
子
章
明
親
王
で
い
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

行
明
親
王
は
、
天
暦
二
（
九
四
八
）
年
五
月
二
十
七
日
に
二
十
四
歳
で
死
去
す
る
が
、
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
拠
る
と
、
そ
れ
ま
で
に
時
平

男
の
右
大
臣
顕
忠
女
と
結
婚
し
、
後
に
源
姓
を
賜
っ
た
重
照
を
儲
け
て
い
た
。
母
褒
子
の
縁
で
の
結
婚
で
あ
り
、
親
王
は
時
平
や
忠
平
の
庇
護

の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
異
母
兄
と
の
交
渉
も
継
続
し
て
い
た
ら
し
く
、
「
後
撰
集
』
に
は
次
の
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

宇
多
院
に
子
日
せ
む
と
あ
り
け
れ
ば
、
式
部
卿
の
親
王
を
誘
ふ
と
て

故
里
の
野
辺
見
に
行
く
と
言
ふ
め
る
を
い
ざ
も
ろ
と
も
に
若
莱
摘
み
て
ん
（
春
上
・
一

O
）

こ
の
「
式
部
卿
の
親
王
」
は
教
実
親
王
で
あ
り
、
亡
き
父
が
住
ん
で
い
た
宇
多
院
に
一
緒
に
出
か
け
よ
う
と
誘
っ
た
歌
で
あ
る
。
兄
弟
た
ち
と

の
交
流
を
思
わ
せ
る
歌
に
な
ろ
う
。
『
後
撰
集
』
に
は
こ
の
歌
の
他
に
、
も
う
一
首
（
雑
三
・
二
三

δ
）
あ
り
、
歌
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
窺

わ
せ
る
と
と
も
に
、
兄
と
同
じ
く
音
楽
の
才
も
あ
っ
た
。
先
の
御
棋
の
日
に
行
わ
れ
た
清
暑
堂
御
神
楽
で
笛
を
担
当
し
た
こ
と
が
『
御
遊
抄
』

養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち

九



。

に
記
さ
れ
て
い
る
。
早
く
に
両
父
を
失
っ
た
が
、
管
弦
や
和
歌
の
道
に
才
を
発
揮
し
、
母
方
の
後
見
の
も
と
に
出
養
し
た
皇
子
と
し
て
の
短
い

生
涯
を
終
え
た
こ
と
に
な
る
。

法
皇
の
皇
子
た
ち
｜
清
仁
親
王
と
昭
登
親
王
｜

続
い
て
、
同
じ
く
法
皇
を
父
と
し
て
出
生
し
た
清
仁
親
王
と
昭
登
親
王
の
異
母
兄
弟
た
ち
の
場
合
で
あ
る
。
父
は
花
山
法
皇
で
、
祖
父
冷
泉

院
の
養
子
と
し
て
親
王
宣
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
次
第
は
後
に
見
る
こ
と
に
し
て
、
出
生
に
至
る
経
緯
が
「
栄
花
物
語
』
に
語
ら
れ
て
い
る
の

で
、
ま
ず
こ
ち
ら
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

花
山
院
は
、
熊
野
な
ど
へ
の
行
脚
を
終
え
て
す
で
に
帰
京
し
、
東
院
（
花
山
院
）
に
居
住
し
て
い
る
。
東
院
は
、
伊
予
室
恵
子
女
王
（
代
明

親
王
女
）
か
ら
女
、
九
の
御
方
を
経
て
花
山
院
に
伝
領
さ
れ
て
い
る
。
九
の
御
方
は
、
花
山
院
の
母
懐
子
の
妹
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
ほ
ど
に
花
山
院
、
東
院
の
九
の
御
方
に
あ
か
ら
さ
ま
に
お
は
し
ま
し
け
る
ほ
ど
に
、
や
が
て
、
院
の
御
乳
母
の
女
、
中
務
と
い
ひ

て
、
明
暮
御
覧
ぜ
し
な
か
に
、
何
と
も
思
し
御
覧
ぜ
ざ
り
け
る
、
い
か
な
る
御
さ
ま
に
か
あ
り
け
ん
、
こ
れ
を
召
し
て
御
足
な
ど
打
た
せ

さ
せ
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
睦
ま
じ
う
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
思
し
移
り
て
、
寺
（
花
山
寺
）

へ
も
帰
ら
せ
た
ま
は
で
、

つ
く
づ
く
と
日
ご

ろ
を
過
ぐ
さ
せ
た
ま
ふ
。
九
の
御
方
、
わ
が
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
世
に
お
の
づ
か
ら
漏
り
聞
ゆ
る
こ
と
を
、

わ
り
な
う
か
た
は
ら
い
た
く
思
さ
れ
け
り
。
今
は
こ
の
院
に
お
は
し
ま
し
っ
き
て
、
世
の
政
を
提
て
た
ま
ふ
。
世
に
も
い
と
心
憂
き
こ
と

に
思
ひ
き
こ
え
さ
す
。

（
見
果
て
ぬ
夢
巻
・
一
九
一

1
二
頁
）

正
暦
三
（
九
九
二
）
年
に
位
置
す
る
段
で
あ
る
。
暖
昧
な
語
ら
れ
方
だ
が
、
花
山
院
は
オ
パ
の
九
の
御
方
と
男
女
の
関
係
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
乳
母
子
の
中
務
と
た
だ
な
ら
ぬ
関
係
に
な
り
、
花
山
寺
に
も
帰
ら
ず
、
東
院
に
居
座
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

気
が
各
め
た
花
山
院
は
、
異
母
弟
の
弾
正
宮
為
尊
親
王
と
九
の
御
方
を
結
婚
さ
せ
、
自
身
は
、
ま
た
さ
ら
に
中
務
の
女
に
も
関
係
し
て
し
ま
う
。



か
か
る
ほ
ど
に
中
務
が
女
、
若
狭
守
祐
忠
と
い
ひ
け
る
が
生
ま
せ
た
り
け
る
も
、
召
し
出
で
て
使
は
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
親
子
な
が
ら
た

だ
な
ら
ず
な
り
て
、
け
し
か
ら
ぬ
事
ど
も
あ
り
け
り
。
九
の
御
方
、
い
と
心
憂
く
あ
さ
ま
し
う
恩
さ
る
べ
し
。
あ
は
れ
な
る
御
有
様
な
り
。

（
見
果
て
ぬ
夢
巻
・
一
九
四
頁
）

中
務
は
花
山
院
と
関
係
す
る
以
前
に
、
若
狭
｛
寸
祐
忠
と
の
聞
に
女
を
儲
け
て
い
て
、
そ
の
女
も
花
山
院
と
関
係
し
、
や
が
て
、
中
務
母
子
と
も

に
、
花
山
院
の
胤
を
宿
す
事
態
と
な
っ
て
い
る
。
出
産
の
次
第
は
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
次
に
登
場
す
る
の
は
、
誕
生
後
の
親
王
宣
下
が
あ
っ
た

」
と
を
示
す
段
に
な
る
。
『
栄
花
物
語
』

で
は
、

寛
弘
三
（
一

O
O
六）

年
に
位
置
し
て
い
る
が
、
史
実
で
は
寛
弘
元
年
の
こ
と
に
な
る
。

院
こ
の
宮
た
ち
の
忍
ぴ
が
た
く
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
た
ま
へ
ば
、

中
務
が
腹
の
一
の
御
子
、
女
の
腹
の
御
子
二
宮
を
、

殿
に
申
さ
せ
た
ま
ひ

て
、
「
こ
れ
冷
泉
院
の
御
子
の
う
ち
に
入
れ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
あ
る
御
消
息
た
び
た
び
あ
れ
ば
、

殿
、
「
あ
は
れ
、

お
ぼ
ろ
け
に
思
ほ
せ
ば

」
ふ
＼

か
く
も
の
た
ま
は
す
ら
め
、
院
に
お
は
し
ま
さ
ん
か
ら
に
、

子
の
か
な
し
さ
を
し
ろ
し
め
す
べ
か
ら
ず
は
こ
そ
あ
ら
め
、

わ
れ
苦

し
か
ら
ぬ
こ
と
な
り
、
な
ど
か
あ
ら
ざ
ら
ん
」
と
て
、
っ
つ
け
た
ま
は
り
ぬ
。
今
さ
ら
ば
事
の
よ
し
奏
し
さ
ぶ
ら
ひ
て
」
な
ど
申
さ
せ
た
ま

ひ
っ
。
花
山
院
は
、
冷
泉
院
の
一
の
御
子
、
た
だ
今
の
東
宮
（
三
条
帝
）
は
二
の
宮
、
故
弾
正
宮
は
三
の
御
子
、
今
の
帥
宮
四
の
御
子
に

ぞ
お
は
し
ま
す
か
し
。
き
れ
ば
内
裏
に
参
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
事
の
よ
し
奏
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
吉
日
し
て
宣
旨
下
さ
せ
た
ま
ふ
。
親
腹
の

御
子
を
ば
五
の
宮
、
女
腹
の
御
子
を
ば
六
の
宮
と
て
、
お
の
お
の
皆
な
べ
て
の
宮
た
ち
の
得
た
ま
ふ
ほ
ど
の
御
封
ど
も
賜
ら
せ
た
ま
ふ
。

国
々
に
御
封
ど
も
分
ち
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
宣
旨
下
り
ぬ
る
よ
し
、
殿
よ
り
院
に
申
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
物
に
あ
た
ら
せ
た
ま
ひ

て
、
御
使
に
何
を
も
何
を
も
と
取
り
埋
み
被
け
さ
せ
た
ま
ふ
。
御
使
帰
り
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
殿
お
は
し
ま
い
て
、
「
も
の
よ
か
り
け
る
ま
う

と
か
な
。
い
み
じ
う
多
く
物
を
賜
り
た
る
」
と
ぞ
笑
は
せ
た
ま
ひ
け
る
。

（
初
花
巻
・
三
七
六
1
七
頁
）

右
の
段
で
、
花
山
院
の
御
子
が
冷
泉
院
の
養
子
と
な
っ
て
親
王
宣
下
さ
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
中
務
腹
の
長
子
が
冷
泉
院
第
五
皇
子
、
中

務
女
腹
の
次
子
が
第
六
皇
子
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
、
親
王
た
ち
の
母
親
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
第
五
皇
子
は
昭
登

親
王
、
第
六
皇
子
が
清
仁
親
王
だ
が
、
そ
の
母
は
逆
の
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
と
『
尊
卑
分
脈
』
は
同
じ
な
の
で
、

養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち



後
者
か
ら
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
あ
る
。

清
仁
親
王

l
l弾
正
予
、
従
四
位
上
、
母
昭
登
親
王
祖
母
、
若
狭
守
平
祐
之
女
、
冷
泉
院
擬
子
。

昭
登
親
王
｜
｜
四
品
、
中
務
卿
、
母
御
臣
殿
別
当
平
子
。
若
狭
守
平
祐
忠
女
。

こ
れ
に
拠
れ
ば
、
第
六
皇
子
清
仁
親
王
の
母
が
中
務
で
、
第
五
皇
子
昭
登
親
王
の
母
が
女
の
平
子
に
な
る
。
こ
こ
で
は
平
子
は
御
臣
殿
別
当
で

あ
る
。
ま
た
、
「
権
記
』
寛
弘
八
年
九
月
十
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

退
出
三
条
宮
［
両
親
王
在
所
］
、
左
宰
相
中
将
同
被
参
、
相
遇
御
匝
殿
［
御
匝
殿
是
中
務
也
、
六
親
王
母
、
於
五
親
王
祖
母
、
又
継
母
也
］
、

亦
奉
謁
両
親
王
、
退
参
鴨
院
、

親
王
た
ち
と
の
母
子
関
係
は
『
尊
卑
分
脈
』
な
ど
と
同
じ
だ
が
、
こ
こ
で
は
中
務
が
御
匝
殿
に
な
っ
て
い
る
。
『
権
記
』
か
『
尊
卑
分
脈
」
の
ど

ち
ら
か
の
間
違
い
か
、
中
務
の
後
を
継
い
で
平
子
も
そ
の
別
当
に
な
っ
た
の
か
に
な
ろ
う
。
前
者
の
場
合
だ
と
、
「
権
記
』
の
母
子
取
り
違
え
か
、

あ
る
い
は
逆
に
『
尊
卑
分
脈
』
が
「
母
御
臣
殿
別
当
女
平
子
」
の
脱
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
母
子
と
も
に
寛
弘
八
年
ま
で
し
か
そ
の
存
在

は
確
認
で
き
な
い
の
で
、
御
匝
殿
に
関
し
て
は
何
と
も
言
え
な
い
。

親
王
た
ち
と
の
母
子
関
係
は
『
栄
花
物
語
』
の
取
り
違
え
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
り
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
信
愚
性
か
ら
い
っ
て
『
権
記
』

が
高
い
の
で
あ
り
、
「
親
腹
」
が
第
六
皇
子
清
仁
親
王
、
「
女
腹
」
が
第
五
皇
子
昭
登
親
王
と
な
る
。
出
生
の
時
期
は
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
同
時

期
と
さ
れ
て
い
る
が
、
清
仁
親
王
は
一
、
二
年
遅
れ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
『
日
本
紀
略
』
長
元
八
（
一

O
三
五
）
年
四
月
十
四
日
条
に
、

「
中
務
卿
四
品
昭
登
親
王
亮
［
年
三
十
八
］
」
と
あ
る
の
で
、
昭
登
親
王
の
生
年
は
長
徳
四
（
九
九
八
）
年
に
な
り
、
宣
下
の
時
点
で
七
歳
で
あ
っ

た
。
清
仁
親
王
の
没
年
は
、
長
元
三
（
一

O
三
O
）
年
だ
が
（
『
小
記
目
録
』
）
、
生
年
未
詳
で
あ
る
。
や
は
り
昭
登
親
王
よ
り
一
歳
ほ
ど
下
と
み

る
の
が
素
直
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
栄
花
物
語
』
の
両
親
王
に
対
す
る
記
述
は
以
上
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
出
生
に
至
る
経
緯
は
か
な
り
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
は
親
王
た
ち
の
母
で
あ
り
、
祖
母
で
あ
っ
た
中
務
を
重
ん
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
重
ん
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
こ
ま
で



詳
細
な
語
り
が
必
要
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
中
の
関
白
家
の
衰
退
と
道
長
家
の
興
隆
を
語
る
巻
八
の
「
初
花
」
巻
で
は
、
「
こ
の
あ
た
り
、

花
山
院
関
係
の
記
事
が
集
中
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
作
品
の
時
間
を
乱
し
た
も
の
か
」
（
新
全
集
頭
注
三
七
七
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
中
務

へ
の
言
及
は
丁
寧
過
ぎ
よ
う
。
こ
こ
で
想
到
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
中
務
は
、
宇
多
帝
に
寵
愛
さ
れ
た
伊
勢
の
女
、
歌
人
〈
中
務
〉
の
曾
孫
で
は

な
か
っ
た
か
と
す
る
稲
賀
敬
一
一
氏
の
仮
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
中
務
が
、
花
山
院
乳
母
や
平
子
と
は
、
と
も
に
養
親
子
関
係
だ
っ
た
と
す
る

仮
定
に
拠
っ
て
お
り
、
実
証
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
〈
中
務
〉
の
娘
は
伊
予
と
結
ば
れ
て
お
り
、
花
山
院
の
母
は
伊

ヰ
ア
女
懐
子
な
の
で
関
係
は
近
い
の
で
あ
る
。
こ
の
説
の
蓋
然
性
の
検
討
を
行
な
う
余
地
は
な
い
が
、
別
の
角
度
か
ら
す
れ
ば
、
中
務
を
語
る
こ

と
は
伊
勢
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
栄
花
物
語
』
続
編
の
作
者
と
目
さ
れ
る
出
羽
弁
は
伊
勢
を
重
ん
じ
て
い
た
し
、

『
狭
衣
物
語
』
で
は
「
伊
勢
集
』
引
用
が
多
い
の
で
あ
る
。
親
王
た
ち
の
母
で
あ
り
祖
母
で
あ
る
中
務
が
、
当
時
尊
崇
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

伊
勢
の
末
商
に
な
れ
ば
、
そ
の
名
を
語
る
こ
と
自
体
に
意
義
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
妄
想
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
親
王
た
ち
の
素
姓
を
確
認
し
た
う
え
で
、
改
め
て
冷
泉
院
の
皇
子
に
な
っ
た
次
第
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
件
は
、
「
日
本
紀
略
」
寛

弘
元
（
一

O
O
四
）
年
五
月
四
日
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

以
冷
泉
院
皇
子
昭
登
・
清
仁
為
親
王
。
実
華
山
院
御
出
家
之
後
産
生
也
、

史
書
で
は
、
父
出
家
後
の
出
生
な
の
で
、
祖
父
の
子
に
し
た
と
す
る
理
解
に
な
る
。
前
節
で
検
討
し
た
雅
明
親
王
と
行
明
親
王
の
場
合
に
似
て

い
る
。
こ
れ
は
異
母
兄
と
の
養
子
縁
組
で
あ
っ
た
が
、
昭
登
親
王
た
ち
の
場
合
は
祖
父
と
の
縁
組
に
な
る
。
期
日
は
四
日
に
な
っ
て
い
る
が
、

『
御
堂
関
白
記
』
で
は
二
日
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
前
後
を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
あ
る
。

四
月
二
五
日
｜
｜
乗
帥
宮
御
車
、
参
冷
泉
院
、
華
山
院
奏
宮
達
二
所
御
名
字
、
可
被
為
院
宮
也
、
即
被
奏
内
可
親
王
宣
旨
下
由
、

五
月

一一日

i
i華
山
院
宮
達
可
為
親
（
王
脱
）
官
一
旨
、
実
成
朝
臣
来
仰
云
、
依
有
被
申
院
、
難
不
宜
母
、
被
下
宣
旨
、
泉
レ
冷
院
五
六
宮

者、

五
月

一
一
一
日
｜
｜
以
挙
直
朝
臣
令
申
事
由
彼
宮
、
有
禄
、

養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち



四

道
長
は
四
月
一
一
五
日
に
、
帥
宮
敦
道
親
王
と
同
車
し
て
冷
泉
院
に
向
い
、
花
山
院
に
対
面
し
て
い
る
。
用
件
は
、
「
宮
達
」
を
冷
泉
院
の
皇
子
と

し
て
出
養
さ
せ
る
た
め
に
新
た
な
「
名
字
」
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
を
奏
上
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
親
王
と
す
る
宣
旨
が
下
る
よ
う

に
帝
に
も
奏
上
し
て
い
る
。
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
花
山
院
か
ら
道
長
に
「
こ
れ
冷
泉
院
の
御
子
の
う
ち
に
入
れ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
す
る
依
頼
が

あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
の
が
、
「
依
有
被
申
院
」
に
な
る
。
こ
の
「
院
」
は
花
山
院
で
あ
る
。
花
山
院
か
ら
の
申
し
入
れ
で

親
王
宣
下
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
先
例
と
し
て
雅
明
親
王
な
ど
の
例
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
道
長
は
、
母
の
素
姓
が
よ
く
な

い
と
思
っ
た
が
、
花
山
院
か
ら
の
申
し
入
れ
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
旨
を
裁
可
し
て
い
る
。
女
房
階
級
が
生
ん
だ
御
子
を
親
王
に
す
る
の

は
、
平
安
時
代
初
期
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
異
例
の
措
置
に
な
る
。

実
際
に
、
官
一
旨
が
下
っ
た
の
は
二
日
だ
が
、
道
長
は
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
な
い
。
一
一
一
日
に
挙
直
朝
臣
か
ら
そ
の
様
子
を
聞
く
に
留
ま
つ

（

8
）
 

て
お
り
、
そ
の
詳
細
は
未
詳
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
日
に
着
袴
も
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今

井
源
衛
氏
は
親
王
宣
下
以
前
に
着
袴
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
出
生
し
た
時
点
で
、
宮
た
ち
の
将
来
の
処
遇
を
思
案

し
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
す
る
ま
で
着
袴
は
延
引
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
着
袴
は
養
子
縁
組
の
場
に
な
る
こ

と
が
あ
り
、
冷
泉
院
の
皇
子
と
し
て
の
宣
旨
が
下
る
こ
と
は
、
養
子
縁
組
の
成
立
に
な
る
。
着
袴
年
齢
は
、
三
歳
か
ら
七
歳
ま
で
の
聞
に
行
な

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
の
時
点
で
の
昭
登
親
王
七
歳
は
適
合
し
よ
う
。
仮
説
と
し
て
、
親
王
宣
下
の
日
に
併
せ
て
着
袴
も
行
な
わ
れ
、

新
た
な
名
字
が
付
け
ら
れ
た
の
だ
と
し
て
お
き
た
い
。

次
に
、
こ
の
親
王
宣
下
の
背
景
を
考
え
て
お
き
た
い
。
臣
籍
降
下
さ
せ
る
の
が
妥
当
な
母
親
の
素
姓
に
な
る
が
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
は

花
山
院
へ
の
配
慮
に
な
ろ
う
。
花
山
院
の
経
済
状
況
が
よ
く
な
か
っ
た
こ
と
は
『
栄
花
物
語
』
で
も
語
ら
れ
て
お
り
（
見
果
て
ぬ
夢
巻
・

九

一、
一
九
六
頁
）
、
新
全
集
頭
注
（
一
九
二
頁
）

で
は
「
花
山
院
の
年
官
年
爵
に
よ
る
叙
任
の
事
例
は
、
長
徳
一
一
年
（
九
九
六
）
が
初
見
（
小
右

記
・
正
月
十
日
ご
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
な
の
で
宮
た
ち
へ
の
経
済
的
支
援
を
大
き
く
す
る
た
め
に
も
、
臣
籍
降
下
で
は
な
く
親

王
宣
下
が
選
択
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。



ま
た
一
方
で
、
臣
籍
降
下
さ
せ
る
と
、
源
氏
と
し
て
将
来
の
台
閣
を
担
う
存
在
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
忌
避
し
た
こ
と
も
想
定
で

き
よ
う
。
か
つ
て
は
左
大
臣
源
兼
明
が
邪
魔
に
な
り
親
王
に
復
帰
さ
せ
た
事
例
が
あ
っ
た
が
、
時
代
は
「
将
来
邪
魔
者
と
な
る
可
能
性
の
あ
る

も
の
を
つ
く
り
だ
す
よ
う
な
賜
姓
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
な
る
べ
く
避
け
る
よ
う
に
」
す
る
傾
向
に
な
っ
て
い
た
。
親
王
に
す
れ
ば
、
安
心
な

の
で
あ
っ
た
。

誰
を
養
親
に
せ
よ
親
王
と
し
た
こ
と
は
、
結
果
的
に
後
に
幸
い
と
な
っ
て
い
た
。
寛
弘
元
年
の
時
点
で
親
王
は
わ
ず
か
し
か
い
な
か
っ
た
の

の
他
に
い
る
の
は
、
為
尊
親
王
は
す
で
に
死
去
し
て
い
る
の
で
敦
道
親
王
と
、
定
子
所
生
の
敦
康
親

王
の
二
人
だ
け
な
の
で
あ
る
。
儀
式
挙
行
の
際
、
親
王
た
ち
が
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
も
多
く
、
親
王
が
い
な
け
れ
ば
不
例
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
が
常
識
で
あ
っ
た
。
親
王
の
数
は
、
こ
の
後
、
三
条
帝
即
位
で
問
題
に
な
り
、
そ
の
こ
と

で
あ
る
。
現
東
宮
居
貞
親
王
（
三
条
帝
）

は
昭
登
親
王
た
ち
の
元
服
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
次
第
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
続
い
て
、
そ
の
元
服
の
次
第
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

＊ 

＊ 

＊ 

元
服
の
儀
は
、
寛
弘
八
（
一

O
一
一
）
年
八
月
二
十
三
日
に
行
な
わ
れ
た
が
、
花
山
院
は
す
で
に
寛
弘
五
年
に
崩
じ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の

六
月
二
十
一
日
に
一
条
院
も
崩
御
し
て
お
り
、
諒
闇
中
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元
服
の
儀
を
行
な
お
う
と
し
た
の
で
少
々
の
物

議
を
か
も
し
て
い
る
。
『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
七
月
一
日
条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

①
去
月
廿
七
日
公
誠
朝
臣
云
、
故
華
山
院
宮
達
御
元
服
八
月
廿
三
日
者
、
天
下
大
事
問
、
密
々
可
被
行
之
由
相
示
畢
、
亦
仰
可
従
侍
従
中

納
言
指
帰
之
由
、

②
今
日
重
来
云
、
上
達
部
禄
必
可
儲
乎
者
、
加
冠
・
理
髪
人
外
、
納
言
二
人
・
参
議
二
人
禄
許
令
儲
、
有
何
事
乎
、
抑
随
被
日
状
可
左
右

之
由
仰
之
、
殿
上
人
禄
不
可
設
、
同
仰
其
由
、

③ 
有入
何夜
事重
、来

有云
御
元案
服内
者触
、拾

被遺
奉納
仕言
御｜
即｜答
位｜云
威｜
儀｜御
役｜元

日民

主君
事何
被事
奏乎
叙
位但
品院
事崩
、給

有之
使関
宜知
抜何
者
、被

尋
前
例
被
iT 
可
宜
扶

但
密
々
被
行
又

養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち

一
五



ム

ノ、

④
余
云
、
院
崩
給
問
、
御
四
十
九
日
内
不
可
有
也
、
過
御
忌
之
後
、
密
々
被
行
、
可
無
事
難
扶
、
重
喪
人
非
無
元
服
例
、
［
葬
送
日
元
服
其

例
多
云
々
］
、
何
況
論
実
不
坐
服
親
、
但
入
給
冷
泉
院
御
戸
、
の
可
申
従
父
兄
弟
、
其
服
七
箇
日
扶
、
可
無
事
忌
者
也
、
抑
拾
遺
納
言
親

院
人
也
、
又
洩
申
左
相
府
、
可
被
随
気
色
由
相
一
不
又
畢
、

⑤
天
下
巨
細
雑
事
只
在
左
府
之
一
言
、

分
節
し
て
み
た
が
、
ま
ず
①
は
、
花
山
院
の
宮
た
ち
の
元
服
に
つ
い
て
平
公
誠
か
ら
相
談
さ
れ
た
こ
と
の
記
録
で
あ
る
。
大
納
言
実
資
は
、
諒

間
中
と
い
う
「
天
下
大
事
間
」
に
お
い
て
、
元
服
は
「
密
々
」
に
、
す
な
わ
ち
内
々
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
、
侍
従
中
納
言
行
成
が
指
揮
・

指
図
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
示
し
て
い
た
。
②
は
、
そ
の
平
公
誠
が
重
ね
て
来
訪
し
、
元
服
の
際
の
禄
を
上
達
部
に
出
す
べ
き
か
ど
う
か
を
尋
ね

て
い
る
。
実
資
は
、
加
冠
と
理
髪
の
役
、
及
び
納
言
二
人
・
参
議
二
人
ば
か
り
に
禄
を
出
し
て
も
問
題
は
な
く
、
そ
の
日
の
状
況
に
よ
っ
て
決

め
る
べ
き
だ
が
、
殿
上
人
に
は
不
要
と
答
え
て
い
る
。

③
は
、
同
日
夜
に
ま
た
来
て
、
行
成
の
回
答
を
伝
え
て
い
る
。
行
成
の
考
え
は
、
元
服
の
儀
が
あ
っ
て
も
問
題
は
な
い
が
、

一
条
院
崩
御
の

忌
の
期
間
に
適
当
か
ど
う
か
前
例
を
調
べ
る
べ
き
で
あ
る
、
し
か
し
、
内
々
な
ら
問
題
は
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
元
服
が
行
な
わ
れ
れ
ば
、

「
御
即
位
威
儀
役
」
に
親
王
た
ち
が
奉
仕
で
き
る
の
で
、
そ
の
た
め
に
も
叙
位
・
叙
品
の
奏
上
を
計
る
べ
き
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
『
権
記
』
に

こ
の
間
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
行
成
は
、
現
在
の
親
王
た
ち
の
数
を
確
認
し
、
一
二
条
帝
即
位
に
際
し
て
威
儀
の
侍
従
役
に
な
る
親
王

が
足
り
な
い
こ
と
を
案
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
行
成
ら
し
い
行
き
届
い
た
読
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
越
し
て
諒
問
中
の
元
服
に
賛
成
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
即
位
に
あ
た
っ
て
、
昭
登
・
清
仁
両
親
王
が
侍
従
役
に
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

（
後
述
）
。
こ
の
事
態
は
、
奇
し

く
も
行
明
親
王
と
同
じ
役
回
り
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
出
養
し
た
親
王
が
、
他
の
親
王
た
ち
の
不
参
か
不
在
の
な
か
で
、
威
儀
の
侍
従
役
に
な

る
の
で
あ
る
。

④
は
、
実
資
の
考
え
で
あ
る
。
四
十
九
日
過
、
ぎ
ま
で
は
よ
く
な
い
が
、
そ
れ
を
過
ぎ
て
内
々
に
行
な
わ
れ
れ
ば
問
題
は
な
か
ろ
う
か
。
重
喪

の
人
の
元
服
例
は
な
い
こ
と
は
な
く
、
今
回
は
親
の
喪
に
服
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
両
親
王
は
「
冷
泉
院



御
戸
」
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
子
に
な
っ
て
お
り
、

一
条
院
と
は
イ
ト
コ
の
関
係
で
あ
る
。
服
喪
は
七
日
に
な
ろ
う
か
、
事
忌
は
な
い
だ

ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
行
成
は
真
面
目
な
人
で
あ
り
、
道
長
に
洩
ら
し
め
て
そ
の
判
断
に
委
ね
る
の
が
よ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
前
半

は
実
資
の
理
屈
だ
が
、
行
成
の
判
断
に
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
発
言
部
分
は
、
親
王
が
養
子
縁
組
さ
れ
る
場
合

で
も
、
養
親
の
「
戸
」
に
入
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
貴
重
で
あ
っ
た
。
最
後
の
⑤
は
、
大
事
も
小
事
も
道
長
の
二
一
言
で
決
定
さ
れ
る
風
潮

を
嘆
じ
た
も
の
に
な
る
。

両
親
王
の
養
子
縁
組
は
、
皇
位
継
承
の
儀
式
に
絡
ん
で
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
ず
は
即
位
式
を
前
に
し
て
元
服
の
儀
が
必
要
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
八
月
十
八
日
に
な
っ
て
、
両
親
王
の
加
冠
役
が
実
資
に
要
請
さ
れ
、
「
公
成
（
誠
カ
）
朝
臣
来
、
陳
花
山
院
親
王
達
御
元
服
事
、
乍
両

官
（
宮
）
以
予
可
為
引
入
者
、
此
事
有
前
例
之
故
也
、
延
喜
之
問
事
也
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
翌
日
に
は
、
道
長
の
命
に
よ
っ
て
懐

平
か
ら
、
養
子
に
な
っ
て
い
た
、
大
納
言
道
綱
の
男
兼
経
の
元
服
加
冠
も
要
請
さ
れ
て
し
ま
う
。
道
長
は
同
日
を
狙
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
親
王

元
服
が
「
申
時
（
午
後
四
時
ご
ろ
）
」
と
知
っ
た
上
で
、
兼
経
の
時
間
を
「
亥
時
（
午
後
十
時
ご
ろ
）
」
に
設
定
し
て
い
た
。
実
資
と
し
て
は
困

惑
の
限
り
で
あ
り
、
「
一
日
両
度
役
未
聞
事
也
」
と
し
た
う
え
で
、
当
日
は
即
位
式
に
あ
た
っ
て
の
悠
紀
・
主
基
の
行
事
を
定
め
る
日
に
な
っ
て

お
り
、
故
障
を
理
由
に
不
参
で
き
な
い
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
。
道
長
は
、
念
を
い
れ
て
元
服
前
日
に
も
実
資
に
招
請
の
使
い
を
出
し
て
い
る
。

実
資
は
、
「
一
日
両
度
役
」
を
こ
な
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
次
第
は
割
愛
し
た
い
。

続
い
て
威
儀
の
侍
従
が
決
定
さ
れ
た
次
第
を
見
て
お
き
た
い
。
同
八
年
九
月
十
日
で
あ
り
、
『
御
堂
関
白
記
』
『
小
右
記
』
『
権
記
』
な
ど
に
記

録
さ
れ
て
い
る
が
、
『
権
記
』
か
ら
略
記
し
て
お
き
た
い
。

左
大
臣
被
定
申
御
即
位
日
侍
従
等
、
先
令
蔵
人
頭
道
方
朝
臣
奏
云
、
欲
定
申
御
即
位
侍
従
等
、
可
候
威
儀
親
王
、
以
無
品
非
可
差
定
、
当

時
所
候
、
華
山
院
両
親
王
共
是
無
品
也
、
又
当
時
第
一
皇
子
可
奉
仕
歎
、
先
日
略
有
承
案
内
之
事
、
随
仰
可
左
右
、
勅
命
云
、

一
皇
子
未

為
親
王
、
以
両
親
王
等
叙
品
可
令
供
奉
、
重
令
奏
叙
品
可
令
供
奉
者
可
奉
仰
、
（
以
下
略
）

蔵
人
頭
道
方
は
、
御
即
位
の
日
の
侍
従
を
決
め
た
い
、
威
儀
の
侍
従
に
な
る
べ
き
親
王
は
無
品
で
は
不
都
合
で
、
花
山
院
両
親
王
は
ま
だ
無
品

養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち

七



｝＼ 

で
あ
る
か
ら
、
二
一
条
帝
の
第
一
皇
子
敦
明
親
主
が
そ
の
役
に
奉
仕
す
べ
き
か
、
仰
せ
に
従
い
た
い
と
奏
上
し
て
い
る
。
威
儀
の
侍
従
供
奉
者
に

問
題
が
あ
る
こ
と
が
公
事
の
場
で
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
方
は
敦
明
親
王
を
推
し
て
い
た
が
、
勅
答
は
、
ま
だ
親
王
宣
下
も
し
て
い

な
い
で
あ
っ
た
。
両
親
王
し
か
担
当
者
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
即
日
四
品
に
叙
さ
れ
て
奉
仕
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
二
一
条
帝
即

位
の
儀
が
あ
っ
て
、
始
め
て
両
親
王
叙
品
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
無
品
の
ま
ま
据
え
置
か
れ
る
事
態
も
あ
り
得
た
の

で
あ
る
。
「
即
位
侍
従
左
四
品
昭
登
親
玉
、
右
侍
従
四
品
清
仁
親
王
」
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
両
親
王
は
、
慶
申
の
た
め
九
月
十
七
日
に

参
内
し
て
い
る
。

昨
日
［
成
魁
］
、
故
院
宮
達
参
内
、
於
射
場
令
奏
慶
賀
詑
、
［
其
道
経
敷
政
門
井
南
階
下
云
々
］
、
即
被
聴
昇
殿
、
依
召
参
御
前
、
候
又
席
、

以
菅
円
（
座
脱
カ
）
為
座
、
重
可
令
退
下
、
中
納
言
隆
家
・
行
成
、
参
議
経
房
等
相
従
親
王
云
々
、
候
御
前
之
問
、
左
大
臣
候
御
帳
辺
云
々
、

資
平
所
談
、

（
『
小
右
記
』
九
月
十
八
日
条
）

昭
登
親
王
と
清
仁
親
王
は
一
一
人
揃
っ
て
参
内
し
、
射
場
殿
で
慶
賀
を
奏
し
、
昇
殿
も
許
さ
れ
、
御
前
に
召
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
十
月
十
一

日
に
な
っ
て
、
『
御
堂
関
白
記
』
に
「
親
王
照
登
依
申
障
、
以
左
近
中
将
教
通
為
代
」
と
記
さ
れ
る
事
態
に
な
っ
て
い
る
。
昭
登
親
王
の
「
障
」

の
理
由
は
不
明
だ
が
、
威
儀
の
侍
従
役
に
は
清
仁
親
王
だ
け
が
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

即
位
式
は
十
月
十
六
日
に
、
左
侍
従
昭
登
親
王
の
不
参
や
多
少
の
違
例
が
あ
っ
た
も
の
の
、
滞
り
な
く
挙
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
次
第
は
『
権

記
』
で
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
詳
細
は
こ
れ
も
割
愛
し
た
い
。
た
だ
、
行
成
は
加
冠
し
て
威
儀
役
に
備
え
た
ま
だ
十
一
、

二
歳
の
清
仁
親
王
に

注
目
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

此
親
王
難
在
少
年
、
ロ
ハ
以
加
冠
備
此
威
儀
、
進
退
中
度
、
其
札
畢
之
音
甚
以
高
朗
、
響
撤
驚
殿
之
中
、
聴
及
龍
尾
之
外
、
上
下
見
聞
之
者

莫
不
感
歎
、
叡
賞
有
余
、
勅
賜
侃
剣
、

こ
の
前
後
に
は
目
に
付
い
た
り
指
摘
さ
れ
た
り
し
た
清
仁
親
王
の
仕
儀
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
あ
っ
て
も
美
声
で
人
々
を
感
歎

さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
賞
に
よ
っ
て
三
条
帝
は
侃
剣
を
賜
っ
て
い
る
。
光
栄
の
思
い
に
満
た
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。



こ
の
後
の
両
親
王
は
、
こ
れ
ま
で
の
通
り
二
人
で
生
活
し
た
よ
う
で
あ
る
。
『
小
右
記
」
で
た
ど
っ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
邸
宅
の
焼
亡
に
合
っ

て
お
り
、
寛
弘
九
年
十
一
月
六
日
に
「
華
山
院
親
王
家
焼
亡
事
」
（
『
小
記
目
録
』
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
長
和
二
（
一
O
二
二
）
年
四
月
二
十
五
日

条
に
は
、
「
丑
魁
許
故
華
山
院
宮
達
家
焼
亡
、
［
三
条
］
」
と
あ
る
。
翌
年
の
五
月
十
一
日
条
に
は
、
「
外
記
公
資
申
云
、
：
・
華
山
院
両
親
王
被
龍

坐
北
山
辺
云
々
、
不
能
申
通
者
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
北
山
辺
で
ひ
っ
そ
り
と
一
一
人
で
暮
ら
し
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
栄
誉
な
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
で
、
長
和
五
年
正
月
十
三
日
条
に
は
、

一
条
院
行
幸
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
依
頼
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
翌
二
月
七
日
は
、
「
臨
還
御
時
資

平
伝
仰
云
、
可
聴
勅
授
於
昭
通
（
登
）
親
王
者
、
余
云
、
未
着
座
人
、
難
仰
下
弾
正
、
内
々
令
申
摂
政
、
の
被
改
仰
中
納
言
俊
賢
、
清
仁
親
王

初
御
即
位
被
聴
勅
授
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
仁
三
（
一
O
一
九
）
年
一
一
一
月
五
日
に
は
、
小
一
条
院
の
子
女
の
養
子
縁
組
に
際
し
て
引
き
合
い

に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
次
に
扱
う
こ
と
に
な
る
。
万
寿
元
（
一
O
一
一
四
）
年
正
月
二
十
六
日
に
は
、
両
親
王
と
も
巡
給
を
賜
っ
て
い

る
。
同
年
十
二
月
十
六
日
条
に
は
「
花
山
両
親
王
年
来
入
定
」
と
あ
り
、
以
前
か
ら
出
家
し
て
い
た
ら
し
い
。
同
日
条
に
は
妹
が
殺
害
さ
れ
た

記
事
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
万
寿
四
年
二
月
二
十
八
日
に
は
、
ま
た
火
災
に
あ
っ
て
お
り
、
「
亥
時
許
四
条
大
路
北
辺
油
小
路
西
頭
焼
亡
、
此
中

兵
部
卿
親
王
家
焼
亡
云
々
」
と
さ
れ
て
い
る
。
悲
喜
こ
も
ご
も
だ
が
、
長
元
二
一
（
一
O
三
O
）
年
七
月
七
日
に
弾
正
予
清
仁
親
王
、
同
八
年
四

月
に
昭
登
親
王
が
そ
れ
ぞ
れ
亡
く
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
清
仁
親
王
は
、
『
後
拾
遺
集
』
の
歌
人
で
あ
り
、
そ
の
子
孫
は
神
祇
伯
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
子
の
延
信
王
は
、
『
康
資
主

母
集
」
の
康
資
王
母
が
室
で
あ
り
、
伊
勢
大
輔
の
女
で
あ
っ
た
。
康
資
王
自
身
は
、
祖
父
清
仁
親
王
の
養
子
に
な
っ
て
お
り
、
『
本
朝
皇
胤
紹
運

録
』
に
は
「
実
延
信
男
。
神
祇
伯
。
右
京
権
大
夫
。
寛
治
四
九
廿
卒
。
母
筑
前
守
高
階
成
順
女
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
続
く
）

＊
史
料
の
引
用
は
、
『
貞
信
公
記
』
『
九
暦
」
『
御
堂
関
白
記
」
『
小
右
記
」
が
大
日
本
古
記
録
、
『
吏
部
王
記
」
は
史
料
纂
集
、
『
歴
代
震
記
」
「
権
記
」
は
増
補

養
子
に
な
っ
た
皇
子
た
ち

九



。

史
料
大
成
、
『
御
遊
抄
』
は
続
群
書
類
従
、
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
は
新
校
群
書
類
従
、
そ
の
他
の
史
書
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
と
新
訂
史
籍
集
覧
、
『
後
撰

集
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
を
使
用
し
た
。

品主
（

l
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

角
田
文
衛
氏
「
尚
侍
藤
原
淑
子
」
（
『
平
安
人
物
志
上
」
角
田
文
衛
著
作
集
5
、
法
蔵
館
、
一
九
八
四
年
五
月
）

林
陸
朗
氏
「
賜
姓
源
氏
の
成
立
事
情
」
（
「
上
代
政
治
社
会
の
研
究
』
古
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
九
月
）

年
給
に
関
し
て
は
、
時
野
谷
滋
氏
『
律
令
封
禄
制
度
史
の
研
究
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
八
月
）
、
安
田
政
彦
氏
「
平
安
時
代
皇
親
の
研
究
』
（
士
口

川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
七
月
）
な
ど
を
参
照
し
た
が
、
本
稿
の
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
ご
批
正
を
乞
う
。

今
井
源
衛
氏
『
花
山
院
の
生
涯
』
（
桜
楓
社
、
一
九
六
八
年
七
月
）

稲
賀
敬
二
氏
『
三
十
六
歌
仙
の
女
性
中
務
」
（
新
典
社
、
一
九
九
九
年
四
月
）

加
藤
静
子
氏
「
「
か
け
ま
く
も
思
ひ
そ
め
て
し
君
な
れ
ば
：
・
」
『
栄
花
物
語
」
続
編
の
出
羽
弁
」
（
「
王
朝
女
流
文
学
の
新
展
望
』
竹
林
舎
、
二
0
0

三
年
五
月
）

拙
稿
「
頼
通
の
時
代
と
「
狭
衣
物
語
」
」
（
「
日
本
古
典
文
学
史
の
課
題
と
方
法
l
漢
詩
和
歌
物
語
か
ら
説
話
唱
導
へ
』
和
泉
書
院
、
二
O
O
四

年
三
月
）

着
袴
に
つ
い
て
は
、
堀
淳
一
氏
「
「
袴
着
」
覚
え
書
き
」
（
『
王
朝
文
学
研
究
誌
』
口
、
二
O
O
O
年
三
月
）
、
服
藤
早
苗
氏
「
平
安
王
朝
社
会
の
着
袴
」

（
『
生
育
儀
礼
の
歴
史
と
文
化
』
森
話
社
、
二
O
O
三
年
三
月
）
、
同
「
通
過
儀
礼
か
ら
見
た
子
ど
も
の
帰
属
平
安
中
期
を
中
心
と
し
て
」
（
「
縁
組
と

女
性
』
シ
リ
ー
ズ
比
較
家
族
3
、
早
稲
田
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
一
一
一
月
）
な
ど
が
あ
る
。

注
（
4
）
に
同
じ
。

拙
稿
「
明
石
姫
君
の
袴
着
」
（
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
薄
雲
一
・
朝
顔
』
至
文
堂
、
二
O
O
四
年
四
月
刊
行
予
定
）

藤
木
邦
彦
氏
「
皇
親
賜
姓
」
（
『
平
安
王
朝
の
政
治
と
制
度
」
古
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
一
一
一
月
）

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

7 8 
（

9
）
 

（叩）
（日）


